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全員協議会次第

平成２９年４月１８日

全員協議会室 ９：３０～

１．開 会 （９：３０）

齊藤事務局長

２．挨 拶

菊地議長

３．協議事項

（１）三芳中学校倉庫火災について

４．報告事項

（１）入間東部地区消防組合議会

（２）入間東部地区衛生組合議会

（３）議会広報広聴常任委員会

（４）議会運営委員会

５．その他

６．閉 会 （１０：２３）

岩城副議長
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◎開会の宣告

〇事務局長（齊藤隆男君） それでは、ただいまより全員協議会を開催いたします。

（午前 ９時３０分）

◎開会の挨拶

〇事務局長（齊藤隆男君） 開会に当たりまして、菊地議長よりご挨拶をお願いいたします。

〇議長（菊地浩二君） 皆さん、おはようございます。新年度に入りまして、最初の全員協議会ということ

で、足元の悪い中お集まりいただきまして、ありがとうございます。

また、先週末ときのう、きょうで鶴瀬駅、みずほ台駅での駅頭、大変お疲れさまでした。きのうやってみ

て、大変受け取っていただく方、悪天候だったのですけれども、風も強くて大変だったのですけれども、受

け取っていただく方が大変多くいて、のぼりを見てこちらにわざわざ「チラシをくれ」と言った方も結構い

らっしゃいました。大分浸透してきたかなというふうに思っております。議会報告会、ふれあい座談会、今

週末に行なわれますけれども、大変楽しみかなというふうに思っております。

また、きょうは協議事項ということで、三芳中の体育倉庫の火災ということでご報告をいただきますので、

学校教育課長、教育総務課長、大変お疲れさまです。ありがとうございます。

また、ちょっと報告ですけれども、２月の倉庫火災があってから、それがあったからではないのですけれ

ども、大変三芳町で火災が多く発生しております。上富ですとか竹間沢、北永井等でもぼやを含めて何件か

続いておりますので、これからまた本来暖かくなるのですけれども、まだ火のもとにはご注意いただくよう、

住民の皆さんにお伝えいただければと思います。

あわせてですけれども、３月の中旬ぐらいからなのでしょうか、交通事故死が大変ふえているそうです。

今３月末の時点で48名の方が埼玉県で亡くなっている。これが昨年度から比べると12人多いペースというこ

とです。４月でもふえていますので、今のところ全国ワーストワンだそうです、埼玉県が。なので、こちら

も火災同様、住民の皆さんが加害者にも被害者にもならないようにということで、いろいろ挨拶する機会等

あろうかと思いますので、その折に皆さんにお伝えいただければというふうに思います。

きょうは報告事項等もたくさんありますので、慎重審議のほうよろしくお願いいたします。

以上です。

〇事務局長（齊藤隆男君） それでは、３の協議事項に移りたいと思います。

進行につきましては、議長、よろしくお願いいたします。

◎三芳中学校倉庫火災について

〇議長（菊地浩二君） それでは、協議事項に入ります。

１、三芳中倉庫火災についてということで、報告をまずお願いいたします。

学校教育課長。

〇教育委員会学校教育課参事兼学校教育課長（佐藤和秀君） 学校教育課、佐藤でございます。次第には、

三芳中学校倉庫火災でございますが、三芳中学校体育倉庫火災でございます。よろしくお願いいたします。
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お手元に資料としてお配りさせていただきました概要につきまして、ご説明させていただきます。

４月３日月曜日午前10時ごろ、三芳中学校南側、中央公民館側に職員駐車場がありまして、そこの並びの

体育倉庫でございます、から火災が起きました。午前10時ごろ、校庭で部活動をしていた生徒が、体育倉庫

より出火しているのを発見し、職員室の教員に連絡。119番通報の後、消防で消火活動を行いまして、約１

時間後、11時５分鎮火ということで、被害といたしましては、プレハブ平家約40平方メートルが全焼しまし

た。火災によるけが人はなしということでございます。

原因といたしましては、現在警察と消防で調査中ではございますけれども、今のところ不明でございます。

現場検証によりますと、倉庫内部の北側の棚の中段中央付近が火元と考えられるということでございます。

この倉庫の中段の中央付近には、竹ぼうき、ちり取りが納められていたということでございます。ただ、倉

庫内にはコンセントや発火物などはございませんでした。また、外部からのたばこの吸い殻等の火災につな

がる現物も発見されていない状況でございます。

実際この体育倉庫内にはどのようなものが置かれていたかということで、５番の倉庫内備品ということで

載せさせていただいております。体育用具、ラインカー、メジャー、それから学校ファームとして使うもの、

くわやすき、つるはし、プランター、それから校庭整備用具として、雪かき用のスコップ、プラスチック製

のものや金属製のもの、それから竹ぼうき、テント、リヤカー、それから部活動の備品として、テニス部の

備品としてのコートブラシ、支柱、ネット等、それから野球部の備品として、バット、グローブ、ベース等

が納められておりました。これらのものがほぼ全焼ということでございます。

状況・対応ということでございます。６番になりますが、この火災発生当時、４月３日、部活動を行って

おりまして、校庭では野球部、男女のテニス部、サッカー部、約50名、体育館で女子バスケット部、剣道部、

校舎内で吹奏楽部が活動中でございました。活動中、物を出し入れするために、倉庫の入り口がシャッター

になっておりますが、それはもう上に上がっている状況でございました。発生後、すぐに校長、顧問で部員

の状況を確認して、全ての部活動を中止として、生徒を北門、ヤマザキデイリーのほう、そちらのほうから

下校させたということであります。また、当日及び翌日の部活動や夜間の学校開放を中止とすることとして

おります。

この火災発生当時、10時近くなのですけれども、４月３日、学校が始まる新年度最初の日でありまして、

10時半から職員会議を予定しておりまして、教員たちは外での部活動の子供たちに、10時ちょっと前に、そ

の後の練習の指示を出して、ちょうど職員室へ引き揚げてしまっていた段階でありまして、校庭には部活動

をやっている生徒たちはいたのですけれども、この時間帯職員は職員室に引き揚げてしまっていた状況でご

ざいます。

その後なのですけれども、４月の当初４日の日、現場検証が３日の午後にありましたので、４日の段階で

もう倉庫を撤去しても構わないということで、警察と消防のほうから言われまして、準備を進めようかとし

ていたところなのですけれども、５日の日にもうちょっと現場を確認したいということがありまして、保全

をしておくようにということを言われましたので、撤去できずにいたところ、４月の６日の日になりまして、

警察より倉庫を撤去して構わないということが言われました。学校としましても、６日の日、非常にもう風

が出てきておりまして、屋根の破片といいますか、その辺がもう中央公民館のほうに飛んでしまっているよ

うな状況もありました。また、４月の10日、新年度の始業式、入学式がありまして、状況をそのまま置いて
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おくのもよろしくないなということで、至急撤去をできればということで、４月７日に業者のほうに撤去を

依頼して、撤去していただきました。

生徒、保護者に対しては、４月の７日の日、２年生、３年生が準備登校でありましたので、２、３年の生

徒については校長より火災の状況についての説明、それから保護者宛てには火災が発生した事実についての

お知らせを手紙で配付しました。また、新１年生に関しては、４月の10日の入学式の際に生徒、そして保護

者のほうには状況については説明をさせていただいたところでございます。

教育委員会としましては、４月の10日、始業式の日に、全小中学校の校長、教頭に対して施設設備の保全

・安全管理・整理整頓、さらには危機管理マニュアルの確認、それから部活動の指導の充実について指示を

したところでございます。

改めまして、現在原因は不明ではございますけれども、学校内の倉庫、施設から火災を発生してしまうと

いうことが起きてしまいまして、大変申しわけなく思っております。今後より一層の学校の管理の徹底に尽

くしてまいりたいと考えております。

概要については以上でございます。

〇議長（菊地浩二君） ただいまの説明に対しまして、何かご質問等ございますでしょうか。

よろしいですか。細谷議員。

〇議員（細谷三男君） 倉庫の開閉については、どなたがやっておられたのですか。

〇議長（菊地浩二君） 学校教育課長。

〇教育委員会学校教育課参事兼学校教育課長（佐藤和秀君） 主には体育担当の教師、それから外の部活動

の担当の顧問が担当しております。

〇議長（菊地浩二君） 細谷議員。

〇議員（細谷三男君） 体育の教師あるいは顧問ということでございますけれども、10時ごろ火災の発見で

すけれども、このシャッターをあけたのは何時ごろだったのですか。いつも何時ごろなのですか。

〇議長（菊地浩二君） 学校教育課長。

〇教育委員会学校教育課参事兼学校教育課長（佐藤和秀君） この日も部活動で生徒たちが集合したのが８

時半前後だったと思いますので、その時点ではもう準備に取りかかりますので、鍵はあけて、シャッターは

上がっている状況でございました。

〇議長（菊地浩二君） 小松議員。

〇議員（小松伸介君） 小松です。

ご説明ありがとうございました。燃えたもの、備品がいろいろ入っていたと思うのですけれども、被害額

が幾らぐらいになるのかもわからないのですけれども、この今バットとかグローブとかバレーボールとか、

部活動にも支障が出ているのかなと思うのですけれども、もう一回新たに設置する予定とか、その備品の補

充とか、その辺の予定についてはどうなっているのでしょうか。

〇議長（菊地浩二君） 学校教育課長。

〇教育委員会学校教育課参事兼学校教育課長（佐藤和秀君） これら全て全焼に近い状況でございますので、

そろえなければいけないのですけれども、これを一遍にそろえるというのは予算的なものもありますので、

まず学校のほうで当面体育の授業に必要だということで、ラインカーとメジャー、巻尺については、至急４
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月からの体育の授業で必要だということで、もうこれは今年度の備品の予算の中で先に購入をさせていただ

いたところでございます。

その他につきましては、今後少しずつ予算の中で補充をしていくことも考えております。また、野球部の

備品に関しては、これは個人持ちのものではございませんので、生徒たち個人持ちのものがあるので、活動

はできるのですけれども、それ以外のものになりますので、今実は藤久保中学校の野球部が休止状態でござ

いまして、ベースなどもし借用できるものであれば、ちょっと融通をつけてというようなことも、顧問同士

で話をしているようなところでございます。

以上です。

〇議長（菊地浩二君） ほかには、内藤議員。

〇議員（内藤美佐子君） ありがとうございました。生徒さんたちに事故がなく、消火もされたということ

で、大変安心するところなのですが、倉庫の撤去について何度か、きょう撤去しますだとか、いや、そのま

まとっておきますだとかいろんな話が出たところを、きょう説明していただいて、大変よくわかったのです

が、業者さんによる倉庫撤去なのですが、この業者さんというのは、選定のところで何かされたのか。それ

とも、もうこちらからこの方にということでお願いされたのか、あと費用がどのくらいかかっているのか、

その辺を教えていただけますか。

〇議長（菊地浩二君） 教育総務課長。

〇教育委員会教育総務課長（中島弘恵君） こちら解体するに当たりまして、必要な重機を有している業者

が１社しか町内になかったため、そこにお願いして、緊急ということだったので、見積もりも１社というこ

とでいいということだったのですが、ちょっと適正化を図るために、もう一社実は見積もりはとったのです

けれども、それで随意契約をしました。

〇議長（菊地浩二君） 内藤議員。

〇議員（内藤美佐子君） どのくらいの金額がかかったのか、教えていただけますか。

〇議長（菊地浩二君） 教育総務課長。

〇教育委員会教育総務課長（中島弘恵君） 税込みで37万8,000円でございます。

〇議長（菊地浩二君） 吉村議員。

〇議員（吉村美津子君） 吉村です。

もうすぐ体育祭が近くにあるのではないかなと思うのですけれども、そういうときにリヤカーとか使うの

ではないかなと思うのですけれども、体育祭のときに使うためのそういった備品というのは、どうしていく

のかというのが１点と。

それから……

〇議長（菊地浩二君） まず、１問で。

学校教育課長。

〇教育委員会学校教育課参事兼学校教育課長（佐藤和秀君） 備品につきましては、これから学校と相談し

て、まず優先順位をつけていただきまして、計画的に少しずつ購入をしていければと思うのですが、やはり

金額が張るものでありますので、何とか代用できるものだとか工夫をしながら、体育祭に向けて準備をして

いきたいと考えております。
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〇議長（菊地浩二君） 吉村議員。

〇議員（吉村美津子君） 今学校側と相談するということでありましたので、やっぱり学校側の意見を尊重

しながらどんどんと進めていただきたいと思います。

それから、２点目なのですけれども、倉庫をつくる計画というのはどのように考えているか。

〇議長（菊地浩二君） でいいのですか。

学校教育課長。

〇教育委員会学校教育課参事兼学校教育課長（佐藤和秀君） 新しい倉庫も学校としては必要だとは思いま

すが、こちらになると全くもう今度はまた予算等も別のものになります。今現在、道路の拡張に伴いまして

体育館側に新しい体育倉庫を建てていただいているところでございますので、まずそちらの中を整理して、

先にそちらにうまく収容できるものは収容していきながら、多少その校舎の中の置き場などをつくりながら、

備品の収納は考えていきつつ、今後この倉庫を新しく建てるための予算等も必要になりますので、そちらは

建てていただきたいなという気持ちはあるのですけれども、またちょっと予算関係で検討していきたいと考

えております。

以上です。

〇議長（菊地浩二君） 吉村議員。

〇議員（吉村美津子君） 課長のほうもなるべく建てていきたいという方向なので、その辺もこちらから予

算とかというのではなくて、やっぱり学校側の意向を聞いて、学校側に沿うような形でやっていただきたい

と思います。

〇議長（菊地浩二君） いいですか、それで。意見でいいですか。

細田議員。

〇議員（細田三恵君） 細田です。

ご説明ありがとうございます。私も火災があった夕方、ちょっと通りかかりましたので、寄らせていただ

きました。その際に教師の方が何名かいらっしゃったときに、喫煙所の場所を教えていただいて、横の多分

南側ですか、横にあるという話をされていました。一緒に見せていただいて、そこからは別に特には火のも

とは出ていないようなところを説明させていただいたのですけれども、職員の方にも喫煙、たばこを吸われ

る方がいらっしゃると思います。その後、喫煙場所がなくなっているので、現在ただいまどうなさっていら

っしゃるのか、ちょっとお聞きしてもよろしいでしょうか。

〇議長（菊地浩二君） 学校教育課長。

〇教育委員会学校教育課参事兼学校教育課長（佐藤和秀君） 教育委員会といたしましては、平成18年に各

小中学校には公共施設の特に学校という性格上、建物内全面禁煙という指示を出しました。それ以降、公共

性の高いものということでもございますので、できれば敷地内全面禁煙を進めるようにということで、学校

のほうには指示を出してきたところですが、多少対応は学校によって違って、敷地内全面禁煙を完全に実施

している学校と敷地の外といいますか、端っこのほうで喫煙をしている学校もございました。

ここで改めて国の動向なども考慮しまして、各学校には敷地内全面禁煙を指示したところでございまして、

そんな流れで三芳中にもそういうちょっとたばこを吸うようなところがあったのですけれども、撤去させま

したので、今後は町内小中学校全て敷地内全面禁煙を進めてまいることになりましたので、そういう指示を
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出しました。

〇議長（菊地浩二君） ほかには。

鈴木議員。

〇議員（鈴木 淳君） 鈴木です。

やはりこういった火災も続いておりまして、原因というのは非常に一番皆さん知りたいところですし、た

だこうして見ると特に火元不明という形なのですけれども。もう建物も壊してしまったので、今回の件につ

いては、もう出火元不明という形で処理していくしかないのでしょうか。

〇議長（菊地浩二君） 学校教育課長。

〇教育委員会学校教育課参事兼学校教育課長（佐藤和秀君） これはあくまで警察のほうからお伺いした話

なのですけれども、まだ原因は不明ですけれども、捜査打ち切りということではなくて、今後もまた原因に

ついては究明をしていくということは伺っておりますが、具体的にどういう方法でとかということまでは、

話は伺えないところでございます。

〇議長（菊地浩二君） 鈴木議員。

〇議員（鈴木 淳君） そうしますと、一応警察のほうでは火元を究明していくということであるならば、

現在もう建物は、倉庫は撤去しまして、更地になっているかと思うのですけれども、その更地のところに関

して、今後も自由に学校側が使っていいのか、そのスペースを。それとも、例えばテープで囲うなりして、

そこはやはりまだ使わないでくださいという指示が出ているのか。そちらはどうなっているのでしょうか。

〇議長（菊地浩二君） 学校教育課長。

〇教育委員会学校教育課参事兼学校教育課長（佐藤和秀君） 倉庫の跡なのですけれども、特に警察からも

うそこの場所は立入禁止とかというようなことは言われていないのですけれども、倉庫を撤去する際に土台

のブロックの１段目だけが撤去できないような状況で、ちょっと出っ張っている状況がありまして、子供た

ちが蹴つまずいてしまう可能性もありますので、その周りに今カラーコーンを立てて、注意してそこは気を

つけなさいよということで、積極的に中に入りなさいとかということは言っていないですし、逆に入っては

だめとも言っていないのですが、そこは近寄らないような措置をとってございます。

〇議長（菊地浩二君） 鈴木議員。

〇議員（鈴木 淳君） ということは、済みません、まだ私ちょっと撤去されてからは現場を見ていないの

ですけれども、ブロックが１段、恐らく基礎ですよね。基礎の部分が残っているということは、これは撤去

しないのですか。そのまま残しておいても、今後も邪魔なものですし、もし取っていいのであれば、この倉

庫を撤去した際に当然基礎まで取って、そこの場所を使っていいならば学校の敷地も限られていますから、

有効に使えるようにしたほうがいいかと思うのですけれども、そちらの今残っている基礎等については、ど

う考えているのでしょうか。

〇議長（菊地浩二君） 教育総務課長。

〇教育委員会教育総務課長（中島弘恵君） まだよその措置の関係がございますのであれなのですけれども、

今後建てることもちょっと見越して、そのまま建てられるようにということで、そのブロックだけは残して

いる感じでございます。

〇議長（菊地浩二君） ほかにはございますか。
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安澤議員。

〇議員（安澤 豊君） 安澤です。

職員、教員の対応ですよね。消火活動を開始するまでの15分間、防火訓練だとかやっているかと思うので

すが、教員の消火活動、訓練等していると思うのですが、その辺はどのような対応をされたのでしょうか。

〇議長（菊地浩二君） 学校教育課長。

〇教育委員会学校教育課参事兼学校教育課長（佐藤和秀君） 生徒から通報を受けまして、119番通報をし

た後、職員室にいる教員たちで初期消火を消火器で行っております。

以上です。

〇議長（菊地浩二君） ほかにはございますか。

〔発言する者なし〕

〇議長（菊地浩二君） では、まず私のほうからいいですか。

この解体の撤去38万5,000円でしたっけ。

〔「37万8,000円です」と呼ぶ者あり〕

〇議長（菊地浩二君） 37万……については予備費から対応したということで、専決処分はしていないとい

うことでご承知おきをいただきたいと思います。

それと、１つは聞いていたのが、火災発災前に納入業者が納入をしていたという事実を聞いているのです

けれども、その納入業者自体はその間は職員室に行っていたので、いなかったとかという話も聞いているの

ですけれども、それは違うということですか。ここに書いていないということは。

学校教育課長。

〇教育委員会学校教育課参事兼学校教育課長（佐藤和秀君） 納入業者の件については、私どもは把握して

おりません。

〇議長（菊地浩二君） そうですか。わかりました。

あと、その初期消火を今先生がしたということ。それは時系列的にはどこになるのですか。それが書かれ

ていないのはなぜなのか。

学校教育課長。

〇教育委員会学校教育課参事兼学校教育課長（佐藤和秀君） 特に落としたことではございませんけれども、

消防車が到着するまでのこの10時から10時15分までの間が職員による初期消火でございます。

〇議長（菊地浩二君） 本来ここには書いておくべきかなと思うのですけれども、そうでもないですか。

ほかになければ、以上でよろしいでしょうか。

〔発言する者なし〕

〇議長（菊地浩二君） 以上で協議事項１、三芳中学校体育倉庫火災についてを終了いたします。

暫時休憩します。

（午前 ９時５３分）

〇議長（菊地浩二君） 再開いたします。

（午前 ９時５４分）
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◎入間東部地区消防組合議会

〇議長（菊地浩二君） 続きまして、報告事項に入ります。

報告事項１、入間東部地区消防組合議会よりの報告を求めます。

細谷議員。

〇議員（細谷三男君） それでは、消防議会のほうを私、細谷のほうから報告させていただきます。

３月の８日の水曜日、消防組合の大講堂におきまして、第１回の定例会が開催をされました。

初めに、組合管理者の施政方針がありまして、その中で平成28年中の火災件数も述べられましたので、ご

報告申し上げます。平成28年中の管内の火災件数は51件とのことでした。前年比は15件の減少。しかし、残

念ながら死亡者が３名、負傷者が３名出てしまったということでございます。

次に、救急業務では、搬送件数が１万1,726件、前年比でいきますと520件の増ということでございます。

救急車の出場件数に換算をいたしますと、１日当たり32.1件になるそうです。

次に、救助業務では73件、これは火災ですとか交通事故あるいは建物や機械による救助とのことでござい

ます。

次に、ドクターヘリの要請件数は35件、前年比では２件の減ということでございました。

続いて、提案理由が述べられました後に消防長からそれぞれ議案ごとの説明がございました。議案につき

ましては８件でありまして、条例の一部改正と予算についてでありました。消防組合の当初予算は、前年比

１億821万減の32億6,111万1,000円ということでございました。予算案に対する質疑がございましたので、

何点かご報告をしたいと思います。

常備消防費の中では、東消防署富士見分署が移設を予定されているその箇所の信号機を含んだ安全対策は

どうなっているか。あるいは消防職員が消防署敷地内に駐車している車両台数の確認と駐車料金を徴収する

理由などが質問でございました。

それから、非常備消防につきましては、団員が出動しますと、その出動に対して６回分の出動手当が計上

されておりますけれども、その回数を超えた場合はどうなるのか。あるいは消防団の被服について、構成市

町それぞれの単価に相違があるけれども、なぜかなどがございました。

議案につきましては、上程されました議案８件全て可決されました。

なお、一般質問につきましては、１名の方より質問がございました。

きょう歳入歳出予算の事項別明細書も用意する予定でいましたけれども、私用意し忘れましたので、後日

レターケースの中に入れさせていただきたいと思います。

以上です。

〇議長（菊地浩二君） では、ただいまの報告に対しまして、何かご質問等ございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（菊地浩二君） その前に、資料はレターケースのほうにお願いします。

以上で報告事項１、入間東部地区消防組合議会からの報告を終了いたします。

◎入間東部地区衛生組合議会
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〇議長（菊地浩二君） 続きまして、２、入間東部地区衛生組合議会からの報告を求めます。

岩城副議長。

〇副議長（岩城桂子君） 岩城でございます。

おはようございます。私のほうからは、入間東部地区衛生組合の第１回の定例議会のご報告をさせていた

だきます。

まず、３月の９日でございますが、10時から入間東部地区消防組合消防本部の大講堂で開催をいたしまし

た。今回議案が４件上程をされまして、全て可決をいたしました。第１号として入間東部地区衛生組合の勤

務時間、また休日及び休暇に関する条例の一部を改正すること、第２号議案として入間東部地区衛生組合職

員の育児休業等に関する条例の一部を改定すること、それから第３号議案として28年度入間東部地区衛生組

合の一般会計の補正予算でございます。これは、繰越明許費の設定でありまして、火葬場関連整備事業とし

て富士見市道第5111号の道路整備について繰越明許の説明でございました。第４号議案として平成29年度入

間東部地区衛生組合一般会計予算についての部分でございましたので、皆様のお手元に明細、事項別の明細

書をお渡しをしてございますけれども、歳入歳出が17億8,561万7,000円ということで、前年度比から見ます

と８億8,882万4,000円が増額となっております。

主なこの歳出の中で、今回皆様にお伝えしたい部分がございます。新しい新規事業といたしまして予約と、

これはしののめの葬祭、火葬場の部分なのですけれども、予約運営システムの保守管理委託として、これが

予約システムリース料、保守管理として359万5,000円が計上されました。また、システムリース、これは５

年のリースということで、これは631万円が計上されました。合わせて990万の今回新しいシステムを計上に

なった部分でございます。これは、今まで葬祭業者さんから、またお電話等での予約の照会とかがあったの

ですが、今回このインターネットを利用したウエブ予約管理システムを導入いたしまして、パソコンやスマ

ートフォンからの予約に対応することができます。また、今までできなかったこの予約の照会、また変更、

キャンセルを行うことで、利便性の向上を図るために、今回この予約運営システムが構築をされるわけでご

ざいます。実際にはこれから運用の部分でなると思っています。

今回非常に増額が多かったわけは、これは新しいクリーンセンターの30年度完成に向けて、今年度29年度

も大きく工事という形で出ております。し尿処理建設の工事費の増額であります。管理者のほうから、今回

お話がございまして、一部事務組合統合への話し合いを各議会でもぜひ審議をしていただきたいというのが

冒頭でございました。

それから、しののめの里で待合等のラウンジ、また及びロビーの模様がえをしたということであります。

それで、今までロビーの中で喫煙ができていたのですけれども、利用者さんからのご意見がございまして、

この喫煙所をなくしたということで、実際には外で、ロビーから出て外でできるように今後していきますと

いうお話がございました。

以上が衛生組合からの報告でございます。

以上です。

〇議長（菊地浩二君） ただいまの報告に対しまして、何かご質問ございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（菊地浩二君） では、以上で報告第２、入間東部地区衛生組合議会からの報告を終了いたします。



- 12 -

◎議会広報広聴常任委員会

〇議長（菊地浩二君） 続きまして、３、議会広報広聴常任委員会からの報告を求めます。

委員長。

〇議会広報広聴常任委員長（山口正史君） 山口です。

メールや何かでもお知らせしておりますが、22、23でいよいよ今週、議会報告会、ふれあい座談会が行わ

れますが、当日はいずれも藤久保公民館、竹間沢公民館、中央公民館、開始前30分に皆さん集合していただ

いて、準備に当たっていただきたいと思います。

あと、藤久保のほうは、常任委員会のほうで役割等全部決めさせていただきましたが、あと１班、２班に

分かれておりますが、１班、２班のほうの島、大体３つ島をつくると思うのですが、どこの島にどの議員が

配置になるかをちょっと先に決めておいていただきたいと思います。

１班、２班とも８人がおのおの、菊地議長は２カ所に参加していただくということで、８名ずつの議員配

置になっておりますが、島が３つですと６名島に配置になります。そうすると、あと２名、多分これは何か

あったときのということで、サポートという方が１人、これは代表か菊地議長かどちらか、それとあと司会

です。司会進行。この辺はタイムキーパー的な役割も持ちますので、という方以外の方、その３人を除いて

しまうと、実際には５名になってしまうので、議長、代表あるいは司会の方どなたかお一人がやはり島に配

置されないと、ちょっと人数的に足りないので、その辺も各班で決めておいていただきたいと思います。

それから、当日議員のほうは名前のフォルダーを名前を入れたものをお渡しいたしますので、それを必ず

首にかけていただきたいというのと、実際参加される町民の方に関して、一時期ここの胸にぺたんと張るよ

うな、張れるようなものにしようかという話もあったのですが、議会事務局のほうに名前のフォルダーがい

っぱい余っているというか、使われていないのがあるので、今回ちょっと予算がもったいないので、それを

活用するということで、町民の方も全て名前フォルダーで、イニシャルを入れていただくか何かで首にかけ

ていただくという形にしていきたいと思います。

それから、ちょっと先のことで申しわけないのですが、これから委員会構成もとうとう変わってきますの

で、今回議会報告会、ふれあい座談会をやった後の反省会だとか、特に反省会に関しては新しい方式を入れ

ていますので、これはどういうふうに反省会をするかということも決めていかなければいけないのですが、

その辺は次の委員会のほうに譲りたいと思います。ちょっと時期的にも議長もかわったりいろいろしますの

で、継続的に対応できないので、新しい委員会のほうにお願いするということで、その中で従来から住民の

ほうから質問事項、これは執行部あるいは議会に対しての質問事項というのを記入していただいて、それに

対して返答していたのですが、そんなことで新しい委員会のほうで対応していただくということになると、

ちょっと今までと１カ月を目安にご返事するということが、ちょっとおくれる可能性があるので、司会の方

はちょっとその１カ月以内ということが守れない、ちょっとおくれる、半月ぐらいおくれる可能性があると

いうことをお話しいただきたいなと、議員の皆様、その辺をご承知おきいただきたいと思います。

当日遅刻しないように、ぜひ皆さん健康で参加していただきたいと思うので、よろしくお願いします。

以上です。

〇議長（菊地浩二君） では、ただいまの説明に対しまして、何かご質問ございますでしょうか。
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よろしいですか、皆さん。

ちょっと私のほうから。開会の挨拶があると思うのですけれども、そこで政策サポーター会議とかの話を

したほうがいいのかどうか。もしするなら、口で言ってもわからないので、何か資料をつくったほうがいい

のかなと、ちょっと若干考えたのですけれども、広報広聴常任委員長。

〇議会広報広聴常任委員長（山口正史君） 話はぜひしていただきたいというのは、今回のふれあい座談会

の中で政策提言のほうの吸い上げというのも入っておりますので、できたらお話しいただきたいのですが、

ちょっと私のほうで最終的にその資料というのをつくれなかったので、もしあれだったらこれから至急議運

の委員長を含めて、ちょっと相談してつくっていきたいと思いますので、挨拶時にはぜひそのお話はいただ

きたいなというふうに思います。

〇議長（菊地浩二君） では、各班の挨拶される方、ぜひお願いしたいと思います。

ほかには。追加で、では広報広聴常任委員長。

〇議会広報広聴常任委員長（山口正史君） 前回の全協のほうで、議会中継録画に関してのアップに関して

は、広報広聴のほうで決めるということに決まりまして、委員会のほうで確認して、既にもうアップされて

おります。３月の一般質問がアップされております。

見方としては、ここ１つは次の議会だよりの中でその辺皆さんに公表するということと、それで各一般質

問の原稿の、原稿というか、記事がありますが、その各委員の一般質問の委員の右上のところにＱＲコード

がついておりますので、それからも例えばスマホだったら飛べると。それから、あとホームページから行く

場合には、議会中継というボタンが右側にありますので、それをクリックしていただくと、ちゃんと行ける

ように仕組みはしておりまして、既にもう公開してあります。

以上です。

〇議長（菊地浩二君） では、以上の件よろしいでしょうか。

〔発言する者なし〕

〇議長（菊地浩二君） 以上で広報広聴常任委員会からの報告を終了いたします。

◎議会運営委員会

〇議長（菊地浩二君） 続きまして、議会運営委員会からの報告を求めます。

議会運営委員会委員長。

〇議会運営委員長（拔井尚男君） 皆さん、おはようございます。拔井でございます。

議会運営委員会からは１点、協議中の内容に関してですが、ただいま副議長の任期について、現在２年で

ありますが、変更等含めて検討している最中でございますので、今後決定しましたらまた改めて報告をさせ

ていただきます。

以上です。

〇議長（菊地浩二君） では、ただいまの報告に対しまして、何か質問ございますでしょうか。

鈴木議員。

〇議員（鈴木 淳君） 鈴木です。

済みません。きのうもご連絡いただいたのですけれども、あくまでも副議長、私も今回、今年度というか、
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２年前から議席をいただいて、そのときは議長、副議長２年にここで変更したという形で聞いていたのです

けれども、今回その副議長を１年にする理由等も聞いて、それは私もああ、なるほどとは思ったのですけれ

ども、議長に関してはあくまでも２年のままでいってということなのですね。議長は１年にしないというこ

となのですか。

〇議長（菊地浩二君） 議会運営委員会委員長。

〇議会運営委員長（拔井尚男君） 議長の任期についての検討は全くしておりません。副議長の任期をどう

するかということを今検討しているだけでございます。すなわち議長の任期は変わらないと思います。

以上です。

〇議長（菊地浩二君） よろしいですか。よろしいでしょうか。

〔発言する者なし〕

〇議長（菊地浩二君） では、以上で議会運営委員会からの報告を終了いたします。

◎その他

〇議長（菊地浩二君） 続きまして、その他ですが、まず議員皆さんから何かございますでしょうか。

〔発言する者なし〕

〇議長（菊地浩二君） では、私のほうから先、事務局、先にありますか。特に。

私のほうから。まず、ごみゼロ運動についてです。５月の27日土曜日で予定をしていたと思いますけれど

も、こちらについては見送りということです。中止ではなく、見送りということで、今協議をしております。

その理由としましては、まず土曜日開催については環境センターが日曜日は休みということで、日曜日はで

きないので、土曜日ということで進めていたのですけれども、まず区長会のほうでも人員の確保が難しいと

いうこと。それと、トラックをボランティアでお願いしている安全対策協力会のほうも、土曜日は仕事なの

で、トラックの手配ができないということがあります。それらを考えた中で、今後については区長会と安全

対策協力会、そして三芳町とで協議を進めていって、開催する方向で検討をするということで考えているそ

うです。なので、早ければ今月中にはその会議の機会を持ちたいということなので、環境課には来月の全員

協議会で詳細について報告をしていただくように話を今しております。

ただ、ごみの搬入自体が通常の、通常のというか、一般の方の持ち込みと同様という扱いになるので、今

まではトラックが回っていろんなものを積んでいたと思います。そうなると、新しい環境センターだとそれ

が難しい。要するに新しい環境センターはあくまでごみの処理施設ということであって、保管施設ではない

ということになります。スロープを上がっていっていったところでストックヤードが幾つかあるのですけれ

ども、そこで燃えるものだけをこっちに置いたりとか、また移動して不燃物はこっちに置くといったことが

非常に難しいので、一つのトラックには１種類のものしか載せられないという問題があるので、その回収方

法についても今後は考えないといけない。

あと、回収するものについても、本来は道端のごみとか、そういう程度のもので三十数年前に始まったそ

うですけれども、今ではいろんなものが入ってくると。場所によってはどこか集会所の清掃をしたりとか、

そのごみが入ってきたりとかするので、それは違うのではないかという意見もあるそうです。そういったこ

とですとか、あと環境センター皆さんで行ったと思いますけれども、シャッターをくぐって入っていくとこ
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ろが、基本的にはあそこは２トンのトラックまでしか入れないそうです。なので、安協の業者の方が持って

いるトラックが大きいと、それも入らないといった問題等もいろいろあるので、運用ですとかそういったこ

とも全部含めて、今後も持続できるシステムをつくっていかなければならないでしょうということで、時間

が欲しいということでの一応見送りということでご理解をいただきたいというふうに思います。詳しいこと

は、今度環境課長が来たら聞いてください。

よろしいですか。今のところわかっていることは全てお話はしたいと思いますけれども、なので中止では

ない。現段階では中止ではないということで。

では、続いてですけれども、以上よろしいですか、ごみゼロに関しては。

〔発言する者なし〕

〇議長（菊地浩二君） では、続きましてほたる育成会から公開の質問状がありました。これは４月６日付

であります。議長と総務常任委員会の委員宛てということで、総務常任委員の皆さんにはご提示をしており

ますけれども、一応皆さんに報告をしたいと思います。

内容としましては、平成27年９月に要望書を提出をしました。その内容は、こぶしの里の整備です。それ

に対しまして三芳町議会でもほたる育成会と協議の上、計画的、継続的にこぶしの里の整備を進めていくこ

ととして採択をしていますが、保存会の皆さんからは、なかなか目に見えた整備が進んでいないのではない

かということで、ことしの２月27日にも都市計画課へ危険箇所を指摘した。あと、４月４日にはあずまやの

西側の橋が陥没をしたということで、幸いけが人はなかったということですけれども、こぶしの里の環境整

備を町はどのように考えているのかといったのが質問の内容となります。

総務常任委員会にも一応お諮りしたところ、この回答期限が４月の21日までとなっています。総会がある

ので、その前に欲しいということなので、時間がないということなので、私のほうで執行部にこれまでの経

緯、整備の経緯等を聞いて、今回答をいただきましたので、それをもとにほたる育成会のほうには回答した

いと思いますので、皆さんご承知おきをいただきたいというふうに思います。

ただいまの件で何かご質問、ご意見は大丈夫ですか。

その件につきまして皆さんのレターケース等にどのように回答したかというのは入れておきたいと思いま

すので、お願いします。

続いて、政務活動の報告書の提出が今月末というか、連休がありますので、28日までとなりますので、提

出期限を厳守でお願いします。それにあわせまして、５月中に議会運営委員会で確認をしていただくという

ことになりますけれども、これは新しい議会運営委員会でお願いをすることになると思いますので、その際

は、出納整理期間等もありますので、新しい議運の皆さんにお願いします。

それと、互助会費の集金につきまして、前から変わったと思います。６月の中旬に昨年も行いましたので、

ことしは６月19日から１週間以内ということでお願いしたいと思います。ちなみに６月20日を一応定例の全

協の予定、あくまで予定ですけれども、しておりますので、そのころが一番いいのかなというふうには思い

ます。２万4,000円ですので、よろしいでしょうか。

それと、この件は大丈夫ですね。

あと、４月22日土曜日、今週の土曜日、この場所、全員協議会室でドラマの撮影があります。ドラマのタ

イトル忘れたな。「警視庁・捜査一課長」、木曜日だっけ、水曜日、木曜日。木曜日にやっているドラマの撮
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影がありますので、放映日等はまだわからないので、わかったら皆さんにお伝えをしたいと思います。22日、

皆さん議会報告会ですので、こちらには来ないようにしてください。

では、それと今後の日程についてをお知らせをしたいと思います。まず、直近では５月の２日火曜日に臨

時会があります。こちらは、議会の人事案件がメーンとなりますけれども、執行部からも議案が３つか４つ

ぐらいは出てくるということなので、こちらのほうも慎重審議をお願いしたいと思います。

その前の28日に議案書の配付になる予定ですので、恐らく本数が少ないので、そんなに時間はかからない

と思いますので、議案審議のほうもよろしくお願いします。

それと、第３回の６月定例会になります、は６月の２日開会を予定しています。それに伴いまして、議会

運営委員会が５月の26日、一般質問の通告書の提出期限が５月23、24、議案書の配付が５月の22日になりま

す。議会報告会が終われば、もうすぐに一般質問の通告書提出期限となりますので、ご承知おきをいただき

たいと思います。

それと、クールビズにつきましてですけれども、５月２日の臨時会開会後にクールビズの宣言をします。

５月から10月末までということで、クールビズの宣言までは今までどおり、ネクタイ、ジャケットの着用を

お願いします。その後は脱衣で大丈夫ですので、あくまでも宣言後にということで統一をお願いしたいと思

います。

私のほうからは以上ですけれども、今までの中で何か気づいたこと、聞き漏らしたこと等はございますで

しょうか。よろしいですか。

〔発言する者なし〕

〇議長（菊地浩二君） 事務局も大丈夫ですね、今。

では、以上で全ての案件を終了いたしましたので、事務局お願いいたします。

◎閉会の宣告

〇事務局長（齊藤隆男君） それでは、大変お疲れさまでございました。

閉会につきましては、岩城副議長よろしくお願いいたします。

〇副議長（岩城桂子君） それでは、早朝より定例の全員協議会、皆様の慎重審議をいただきまして終了と

なりますけれども、るるそれぞれの各委員会からの報告の中にもございましたとおりに、22、23日の議会報

告会、ふれあい座談会には多くの方にご参集をいただければと思っておりますけれども、この終了後に各１

班、２班に分かれまして、それぞれの島、３グループの進行と書記の係を決めていただければと思っており

ます。

お天気が非常にきょうは朝から、昨日から本当に突風等もありましたけれども、今後はきょうの予定が30℃

近くになるという予報でもございますので、どうかお体のほうをご自愛をいただければと思っております。

本日の新年度初めての定例の全員協議会、以上で終了したいと思います。大変にお疲れさまでした。

（午前１０時２３分）


